
東松島市公告第１２号 
 

簡易公募型プロポーザルの手続き開始公告 
 
令和８年度東松島市婚活事業（出会いイベント開催）委託業務について、公募により企

画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し、随意契約の相手方の

候補とする手続きを実施する。 
 
令和８年６月１日 
 

東松島市長　渥美　巖 
 
１　プロポーザルの概要 
　（１）業務名 
　　　令和８年度東松島市婚活事業（出会いイベント開催）委託業務 

　（２）業務目的 
将来の人口減少対策の一環として、少子化対策や定住化対策が必要となっており、

本市では、少子化の一つの要因である未婚化・晩婚化の進行に歯止めをかけること

を目的として、平成２７年度より婚活イベントの開催や婚活支援に係る情報の提供

等を行ってきた。 
令和８年度においても、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、結婚を希

望する独身の男女に対して、出会いの場を創出することで交際への気運醸成、成婚

に繋げる可能性を高めるとともに、参加者が本市の魅力を体験、発見できる出会い

イベントとすることで、結婚後の新生活の場として本市を選択し移住定住の促進等

に繋げること及び観光交流人口の拡大などの波及効果に繋げることを目的として、

本業務を実施する。 
（３）業務内容 

　　　「令和８年度東松島市婚活事業（出会いイベント開催）委託業務仕様書」による。 
　（４）業務期間 
　　　　契約締結日の翌日から令和９年３月２３日（火）まで 
　（５）提案額の上限 
　　　　１，６１９，２００円（消費税及び地方消費税を含む） 
　　　　※この金額は契約予定額を示すものではなく、事業の最大規模を示すものである。 
　（６）その他 
　　　　業務実施上の条件及び成果品は、別添仕様書のとおりとする。 
 
２　参加者の資格要件 
　　本プロポーザルへの参加を申し込む事業者（以下「参加申込事業者」という。）は、

次に掲げた事項をすべて満たす者でなければならない。 



　（１）プロポーザル方式により契約しようとする業務（以下「当該業務」という。）

において東松島市一般競争（指名競争）入札参加資格を有している事業者（共同

企業体についても同様）であること。 
　（２）東松島市建設工事有資格業者に対する指名停止等の措置要領（平成１７年東松

島市訓令甲第１７６号。以下「建設工事指名停止要領」という。）及び東松島市

物品調達等に係る有資格業者に対する指名停止等の措置要領（平成１７年東松島

市訓令甲第１７７号。以下「物品調達等指名停止要領」という。）による指名停

止を受けていないこと。 
　（３）当該業務への参加申込書及び企画提案書提出時において、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 
（４）入札参加資格登録申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 
（５）次に掲げる法律の規定により申立て等がなされていないこと。ただし、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の決定日以降の日を審

査基準日とする建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項に

規定する経営に関する客観的事項の審査を受け、その結果の通知を受けた場合を

除く。 
①　会社更生法第１７条の規定による更生手続開始の申立て又は同法附則第２条

の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法施行による

改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立

て 
②　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始

の申立て又は平成１２年３月３１日以前に、同法附則第３条の規定によりなお従

前の例によることとされる和議事件に係る同法施行による廃止前の和議法（大正

１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立て 
③　破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定による破

産手続開始の申立て又は同法附則第３条の規定によりなお従前の例によること

とされる破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法（大正１１年法律第７１

号）第１３２条又は第１３３条の規定による破産申立て 
④　清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成１７年法律第８６号）

第５１１条に基づく特別清算の申立て 
（６）建設工事において、建設業法第２８条の規定に基づく指示及び営業の停止を受

けていないこと。 
（７）公告又は指名を行う日から入札執行日までの期間において、第３号の規定並び

に国、都道府県及び建設工事指名停止要領及び物品調達等指名停止要領第２条第

１項の規定による入札参加資格制限を受けていないこと。 
（８）東松島市契約に関する暴力団等排除措置要綱（平成２０年東松島市訓令甲第５

０号）の別表１に該当していないこと。 
（９）結婚支援の専門的な知見を持つ民間の結婚支援事業所として、利用者の安全が

十分に確保されていることを市が確認することができる事業者であること。 



 

３　参加申込 
　　本提案に参加を希望する者は、「令和８年度東松島市婚活事業（出会いイベント開

催）委託業務に係る簡易公募型プロポーザル募集要領」に基づき、参加申込書等の提

出期限までに提出書類を提出すること。


